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8
月
山
日
か
ら
け
日
に
か
け
て
降

っ
た
集
中
日
本
雨
に
よ
っ
て
、
早
月
川

角
川
、
川
只
川
、
布
施
川
と
乙
れ
に

つ
な
が
る
文
流
が
は
ん
乱
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
至
る
と
こ
ろ
で
、

堤
防
や
道
路
の
欠
壊
、
橋
民
の
流

失
、
山
川
の
冠
水
や
埋
没
、
山
く
ず

れ
な
ど
が
続
出
し
、
大
被
告
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
ま
た
、
角
川
が
あ
ふ
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出生

死亡
婚制

れ
、
八
代
町
、
八
隅
町、

大
光
寺
、

南
町
な
ど
下
流
の
市
街
地
で
や
く
七

百
円
・の
家
屋
浸
水
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
た
び
の
水
害
は
、
昭
和
幻
年

7
月
の
大
水
害
に
つ
ぐ
大
き
な
も
の

で
、
被
害
総
額
は
十
四
山
似
円
余
り
に

の
ぼ
っ
て
お
り
ま
す
。

↓
豪
雨
の
中
、
必
死
の

復
旧
作
業
す
る
地
元
民

無
残
に
も
流
失
し
た
東
城
橋

/
あ
ふ
れ
た
水
が
僑
を
の
り
乙
え
て
流
れ
る

〈
金
山
谷
付
近
)

↑
濁
流
う
ず
ま
く
片
貝
川

(烈
谷
橋
付
近
)

角
川
が
あ
ふ
れ
冠
水
し
た
田
畑

民
防
の
欠
壊
で
田
川
に

石
や
泥
が
流
れ
こ
む
↓

床上浸水のため避難する市民

(八1隅町付近〉→

日山
、、，，
fι

こ
ん
ど
の
集
中
誠
雨
で
、
次
の
よ
う
な
被
告
が
で
ま
し

た
。
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被

こ
の
た
び
の
水
害
に
対
し
、
県
内

の
各
地
か
ら
次
の
よ
う
な
見
舞
金
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
(
お
日
現
在
)

マ
十
万
円
H
H
富
山
県
共
同
券
金
会

マ
十
万
円
H
H
高
岡
市

マ
十
万
円
H

北
陸
銀
行

マ
五
万
円
H
氷
見
市

マ
五
万
円
H
小
矢
部
市

マ
五
万
円

リ
新
湊
市

マ
五
万
円
H
砺
波
市

マ
五
万
円
H
北
陸
中
日
新
聞
社

マ

二
万
円
H
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会

県
委
員
会

マ
二
万
円
リ
松
岡
松
平

マ
二
万
円
日
佐
伯
宗
義

マ

一
万
円

H

三
四
五
建
築
研
究
所
マ
一
万
円

H
富
山
県
農
業
共
済
組
合
連
合
会

マ
一

万
円
H
自
由
民
主
党
県
支
部
連

合
会

マ

一
万
円
H
市
社
会
福
祉
協

議
会

マ
三
千
円
日
高
岡
市
中
山
俊

彦

マ
二
千
円
H
火
の
宮
町
大
沢
浩

二
計
六
十
五
万
五
千
円

八
床
上
浸
水
の
と
き

水
道
超
過
料
金
を
減
免

V

水
道
局
で
は
、
乙
ん
ど
の
水
害
で

床
上
浸
水
の
被
害
を
受
け
ら
れ
た
家

庭
の
超
過
水
道
料
金
を
減
免
し
ま
す

乙
れ
は
水
道
事
業
給
水
条
例
に
よ

っ
て
、
床
上
浸
水
に
な
っ
た
町
市
の

水
道
使
用
料
の
う
ち
、
超
過
料
金
を

一
か
月
間
減
免
す
る
も
の
で
す
。
該

当
す
る
家
庭
の

9
月
分
水
道
料
は
、

基
本
料
金
だ
け
と
な
り
ま
す
。
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こ
の
た
び
の
水
害
で
被
害
を
受
け
ら
れ
た
人
に
、
税
金
の
申
告
期
限
の

延
長
や
納
税
猶
予
な
ど
、
次
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
と
と
に
な
り
ま

し
た
の
で
、
該
当
す
る
人
は
手
続
き
を
忘
れ
ず
し
て
く
だ
さ
い
。

ヘ懇!怠?容S~雲議

暑
さ
も
9
月
の
声

を
聞
く
と
、
引
タ
は

め
っ
き
り
涼
し
く
な

り
ま
す
。

日
足
が
知

か
く
な
り
、
も
う
日

暮
れ
か
と
・・・
秋
の

μ

配
を
感
じ
さ
せ
ま

す。
9
月
は
統
計
上
、

人
災
、
自
然
災
害
と

も
に
も
っ
と
も
多
い

月
で
す
。
み
な
さ
ん

の
ご
家
庭
で
も
、
つ

ね
に
災
害
と
隣
り
合

わ
せ
て
暮
ら
し
て
い

る
こ
と
を
思
い
、
す

す
ん
で
乙
れ
を
防
ぐ

乙
と
を
考
え
ま
し
ょ

う
。

9
月
は
ま
た
台
風
の
多
い
月
で
す

が
、
と
く
に
風
の
強
い
目
、
火
の
取

り
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
を
し
て
く

だ
さい
v
o

ま
た
農
家
の
み
な
さ
ん
は

農
作
業
に
出
ら
れ
る
と
き
、
取
り.灰

や
コ

ン
ロ
な
ど
の
点
検
を
す
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。
忙
し
さ
に
ま
ぎ
れ
て
、

ガ
ス
コ

ン
ロ
や
ア
イ
ロ
ン
の
ス
イ
ッ

の多い月9月 は 災 害

第 3種郵便物認可

-
土
地
H
流
失
、
埋
没
に
よ
る
被
害
面

積
が
そ
の
土
地
の
面
積
の
十
分
の
二

以
上
の
も
の
。

・
家
屋
H
当
該
家
屋
の
側
格
の
十
分
の

二
以
上
の
価
格
を
減
じ
た
も
の
。

V
国
民
健
康
保
険
税

所
得
割
額
、
資
産
剖
絹
に
つ
い
て
は

前
記
の
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
の

廿
拙
準
に
準
じ
て
取
り
抜
い
ま
す
。

は
、
則
似
ま
で
の
巾
出
、
中
前
、
日

け
山
な
ど
は
叩
月
は
円
ま
で
延
則
さ

れ
ま
し
た
。
告
示
の
な
い
区
械
で

は
、
個
別
に
納
税
者
が
税
務
署
長
に

対
し
別
限
の
延
長
を
申
請
す
る
乙
と

に
な
り
ま
す
。

マ
納
税
猶
予
の
申
請

災
害
に
よ
り
納
税
が
閑
難
で
あ
る

と
き
は
、
二
か
月
以
内
に
「
災
害
に

よ
る
納
税
猶
予
申
請
書
」
を
提
出
し

て
く
だ
・さ
い
。

A
災山山一
回を
受
け
た
人
に
は
、
次
の
よ
う

な
救
済
の
道
が
あ
り
ま
す
V

マ
予
定
納
税
傾
の
あ
る
人

・
住
宅
や
家
財
の
半
分
以
上
に
損
害
を

チ
の
切
り
忘
れ
に
よ
る
火
災
が
、
最

近
ふ
え
て
い
ま
す
。

魚
津
市
の
大
火
も
9
月
間
日
で
し

た
が
、
あ
れ
か
ら
十
三
周
年
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
消
防
本
部
と

消
防
団
で
は
、
山
日
午
後
7
時
叩
分

か
ら
魚
津
神
社
で
、
鎮
火
祈
願
を
し

そ
の
あ
と
消
防
車
に
よ
る
市
中
パ
レ

ー
ド
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
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受
け
た
人
で
、
見
積
所
得
額
が
二
百

万
円
以
下
の
人
日
二
ヶ
月
以
内
に
「

予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」

を
提

出
し
ま
す
と
、
所
得
税
が
か
か
ら
な

く
な
っ
た
り、

半
分
ま
た
は
四
分
の

一
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

・
住
宅
や
家
財
の
半
分
に
満
た
な
い
侶
損

害
を
受
け
た
人
や
、
見
積
所
得
金
額

が
二
百
万
円
を
こ
え
る
人
目
損
害
額

が
叩
月
引
日
現
在
で
、
乙
と
し
の
見

積
所
得
金
瀬
の
一
割
を
乙
え
る
と
き

は
、
第
二
期
分
の
予
定
納
税
額
を
滅

仰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
乙
の
場

合
け
月
何
回
ま
で
に
「
予
定
納
税
減

額
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

マ
給
与
所
得
の
あ
る
人

3
3
・
住
宅
や
家
財
の

時

宏

、

制
緩

織
機
一

半
分
以
上
に
損

、、品川
W
J議
官
物
品
W

鰍一

害
を
受
け
た
人

1一以
広

三

、了

で
、
見
積
所
得

」
a句
、ム
ゾ

J

一斗
沼
市
'れ

金
.
繍
が
百
万
円

以
下
、
U
五
十

万
円
以
下
、
二
百
万
円
以
下
の
区
分

に
よ
り
、
す
で
に
納
め
た
税
金
を
お

返
し
し
、
ま
た
は
災
害
の
日
以
後
に

徴
収
さ
れ
る
税
金
が
猶
予
さ
れ
ま
す

.
住
宅
や
家
財
の
半
分
に
満
た
な
い
損

害
を
受
け
た
人
や
凡
積
所
得
金
額
が

二
百
万
円
を
と
え
る
人
日
損
害
額
が

見
積
所
得
金
額
の
一
割
を
乙
え
る
と

き
は
、
そ
の
こ
え
る
額
に
対
す
る
税

金
は
、
給
与
か
ら
引
か
れ
ま
せ
ん

0

・
外
交
員
な
ど
の
報
酬
、
料
金
H
税
金

の
徴
収
猶
予
の
条
件
は
、
給
与
所
得

の
あ
る
人
と
同
じ
で
す
が
、
す
で
に

納
め
た
税
金
は
、
お
返
し
し
な
い
こ

と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

援
努
必
努

z
z
a必
駁
後
務
後
彰
級協

働

W

澱
籍
後
いん
変
属
物

マ
期
間
H
9
月
お
日

(金
)
か
ら
9
月

お
日

(日
)
の
三
日
間

マ
時
間
H
午
前
川
時
か
ら
午
後
6
時

マ
展
示
品
と
場
所

・
市
民
会
館
H
建
具
、
機
器
、
仏
国
、

経
木
、
水
産
加
工
品
、
架
子
、
家
具

メ
ラ
ミ
ン
、
か
ま
ぼ
こ

・
図
書
館
H
特
価
品

簡
保
の
傷
害
特
約

交
通
事
故
な
ど
の
災
害
に
そ
な
え
て

郵
便
局
の
簡
易
保
険
で
は

「
傷
害

特
約
」
を
9
月
か
ら
取
り
抜
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
c

こ
れ
は
保
険
金
と

期
聞
が、

も
と
に
な
る
保
険
と
同
じ

で
、
掛
金
は
保
険
金
百
万
円
に
つ
き

月
額
二
百
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
険
金
は
、
思
わ
ぬ
事
政
で
死
仁

し
た
り
、
身
保
障
害
に
な
っ
た
り
、

治
療
の
た
め
入
院
し
た
と
き
な
ど
に

支
払
わ
れ
ま
す
。

市
で
は
、
こ
と
し
か
ら
母
子
保
健

推
進
員
制
度
を
設
け
ま
し
た
。
母
子

保
健
推
進
臼
は
、
妊
婦
や
乳
幼
児
の

う
ち
で
、
院
政
診
断
な
ど
受
け
て
い

な
い
人
に
検
診
を
受
け
る
よ
う
お
す

す
め
す
る
の
が
お
も
な
仕
事
で
す
。

こ
の
た
め
、
推
進
員
は
、
①
妊
婦

で
医
師
ま
た
は
助
・
産
婦
に
よ
る
診
祭

を
受
け
て
い
な
い
人
。
①
市
ま
た
は

保
健
所
で
行
な
う
保
健
指
導
健
康
診

査
を
受
け
て
い
な
い
妊
産
婦
や
乳
幼

児
。
①
白
宅
分
娩
に
よ
る
産
婦
や
新

生
児
で
医
仰
の
健
牒
診
査
を
受
け
て

い
な
い
人
。
以
上
の
よ
う
な
家
庭
を

訪
問
し
て
検
診
を
受
け
る
よ
う
お
す

す
め
す
る
乙
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一けっ

こ
ん
ど
の
日
獄
雨
で
、
災
害
を
受
け

い
一
ら
れ
た
人
に
刻
す
る
救
済
指
置
と
し

川
て
、
判
年
度
市
税
を
次
の
基
準
に
よ

り
減
免
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
口
被
害
を
受
け
ら
れ
た
人
は
、
被

害
状
制
調
出

・
印
・
訪
を
お
向
ち
の
う

え
、
市
役
所
税
務
課
へ
と
相
談
く
だ

z
-
¥
O
 

-
F

‘、、uv

八
軽
減
ま
た
は
免
除
の
基
準
V

V
個

人

の

市

県

民

税

告

示

さ

れ

た

地

区

の

み

な

さ

ん

に

.
災
市
街
に
よ
り

山

、

住

宅

ま

た

は

水

J
R
を
受
け
ら
れ
た
み
な
さ
ぷ
討

家
財
に
受
け

んM鳩山元正一、

こ
損
害
の
〈
プ
総統

w

総

括

?
一塁勺

ぷ

額
(
保
険
金

主
い
山
…
山

容

。

憲

判

な
ど
に
よ
り

補
て
ん
さ
れ
る
金
-
徹
を
除
く
)
が
、

そ
の
住
宅
ま
た
は
家
財
の
州
桁
の
十

分
の
三
以
上
で
、
前
年
巾
の
合
川
所

得
金
額
が
二
百
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
。

・
股
作
物
の
減
収
に
よ
る
抗
失
額
の
合

計
額
(
農
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
共

済
金
額
を
段
除
し
た
金
傾
)
が
、
平

年
に
お
け
る
農
作
物
収
入
額
の
十
分

の
三
以
上
で
あ
り
、
前
作
中
の
間以業

所
得
額
が
百
八
十
万
円
以
ド
で
あ
る

も
の
(
た
だ
し
、
門
版
業
所
得
以
外
の

所
得
が
六
十
万
円
以
上
あ
る
も
の
は

除
く
)

V
回
定
資
産
税

福〈
IJ. ........r j 

支 ~ .:! 
“ 一 、

町長;
は

6 
日

む

老
齢
、
障
害
、
母
子
福
祉
年
金
の

本
年
度
分
の
支
払
い
は
9
月
6
日

(
土
)
か
ら
郵
便
局
の
窓
口
で
行
な

わ
れ
ま
す
。

さ
き
に
お
預
り
し
た
福
祉
年
金
証

書
は
、
9
月
l
日
か
ら
市
役
所
(
松

倉
、
上
野
方
、
片
貝
、
経
団
、

天
神

西
布
施
地
区
は
各
連
絡
所
)
で
お
践

し
し
ま
ず
か
ら
、
保
管
証
と
印
鍛
を

も
っ
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

福
祉
年
金
は
、
本
人
や
扶
養
組
族

の
所
得
額
に
よ
っ
て
支
給
停
止
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
本
年
度
は
さ

き
の
国
会
で
国
民
年
金
法
の
改
正
が

未
成
立
と
な
っ
た
た
め
、
現
行
法
で

算
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
改
正
法

案
が
通
れ
ば
支
給
予
定
の
年
金
証
書

は
、
し
ば
ら
く
お
預
り
す
る
こ
と
に

し
て
お
り
ま
す
。
と
れ
ら
の
人
に
は

県
国
民
年
金
諜
か
ら
ど
案
内
し
ア
あ

り
ま
す
。

郵
便
番
号
制
は
、
7

月
で
早
く
も
実
施

一
周

年
を
迎
え
ま
し
た
が
、

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
っ
て
郵
似
番
号
の
記

入
率
も
向
上
し
て
お
り

ま
す
。

魚
津
郵
便
局
で
は
、

郵
便
番
号
簿

(
全
国
版
)
を
各
ど
家

庭
へ
無
料
で
配
布
す
る
こ
と
に
し
て

い
ま
す
。
9
月
初
日
ど
ろ
ま
で
に
番

号
簿
が
届
か
な
い
ご
家
庭
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
郵
便
局
窓
口
へ
お
申
し
出

く
だ
さ
い。

(魚
津
郵
使
局
〉

郵便番号簿を

無料配布

そ
し
て
健
全
な
子
ど
も
の
出
生
と
育

児
方
法
の
指
導
に
よ
り
、
効
果
的
な

陪
子
保
健
事
業
に
役
立
て
る
乙
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

雌
進
員
の
担
当
校
下
と
氏
名
、
住

所
は
次
の
と
お
り
o

v大
町
日
橋
本
政
不J
(

山
方
町
)

松
本
ミ
チ
エ
(
三
ケ
)

V
村
木
H

岸
名
さ
よ
子
(
諏
品
川
)
、
石
附
怜

子
ハ
末
広
町
)

V
木
江
H
沢
町
悦

子
(
新
金
屋

一
.
〕
川
)
石
川
多
美

子
(
友
道
)

V
迫
下
川H
一
応
谷
容
江

(
本
新
)

V
W相
川
H
M
削
山
口
子
(

経
団
中
町
)

マ
川
和
H
松
町
美
保

子
(
吉
島
)
、
日
新
信
子
(
上
村
木
)

V
住
吉
川
け
松
本
ミ
チ
エ
(
三
ケ
)

9
月
の
歩
乙
う
会
7
日

は
、
予
定
の
有
峰
コ
ー

ス
を
水
害
な
ど
の
関
係
で

変
更
し
、
大
谷
坪
野
方
面

に
行
き
ま
す
。
コ
ー
ス
は

電
鉄
魚
津
駅
午
前
8
時
何

分
発
大
谷
瓶
泉
行
き
バ
ス

に
乗
車
、
大
谷
温
泉
で
下

車
し
、
北
山

ま
で
歩
き

ま
す
。
帰
り
は
北
山
鉱
泉
か
ら
バ
ス

を
利
用
し
ま
す
。
参
加
希
望
者
は
中

食
お
持
ち
の
う
え、

午
前
8
時
初
分

ま
で
電
鉄
魚
津
駅
前
へ

お
集
ま
り
く

だ
さ
い
。

寄

付

マ
三
万
三
千
五
百
円
H
印
国
塚
本
吉

雄

マ
二
万
円

H
中
央
通
り
二
丁
目

宮
文
雄
マ
二
万
円
H
北
鬼
江
高
瀬

一
男
マ
一
万
円
H
新
金
屋
一
丁
目

久
和
俊
雄
マ
一
万
円
H
大
光
寺
大

村
嘉
一

郎

マ
五
千
円
日
本
江
二
区

広
田
京
司
マ
二
千
円
H
大
海
寺
野

窪
田
精
男
(以
上
香
典
返
し
の一

部
)

マ
一
千
六
円
H
末
広
町
山
田
啓
子

[高架下利用の相談 |

中
部
高
架
株
式
会
社
で
は

高
架
下
利
用
に
つ
い
て
電
鉄

魚
津
ス
テ
ー
ジ
ヨ
ン
ピ
ル

二

階
の
管
理
事
務
室
で
相
談
を

受
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す

の
で
ご
利
問
く
だ
さ
い
。
申

し
込
み
の
受
け
付
け
も
し
て

い
ま
す
。
基
準
料
金
の
概
算

額
は
次
の
と
お
り
。

日l 途 ))11 f ，~ Jf :1i: 数金 JI ~fi a料

I血鉄駅南 150，0∞1'1 1，8∞1'1 

I，'i 告B

.. .~t 110，0∞1'1 1，6501'1 

合Toli 3O-5OI'f: 55，0∞ドl
8∞ 

~おO

* w 900 
15-25fi: 60，0∞1'1 -950 

プール式 10，0∞円

問d刻。~。~m 3U330 0 
n* J品

A 型 10，0∞1'1 

B !.~! 10，0∞1'1 
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成

人

病

検

診

μ

曹罷麓護担盟理

種

痘
該
当
者
は
次
め
之
お
り
。

・
第
一
則
H
附
和
刊
年
1
月
1

日
か
ら
村
年
5
月
引
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
と
昨
年
都
合

恐
く
接
種
さ
れ
な
い
入
。

-
m
二
則
H
米
年
小
学
校
に
入

学
す
る
附
和
犯
年
4
月
2
日

か
ら
ぬ
年
4
月
!
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人

J

E-
、

第

一
則
如
二

λ

設

|

〆

検

診
U

1
1
段
位
日
接
柿
日

-
t

白
J
W

同

月

日

以

同

一

円

-

m

H

同

日

ご

〕

1

3

1

T

H

E

H
「
仁

木

げ

日

幻

日

江

山

H

M

日

叩
月内ベ

u
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-

ヨd
口
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本村道大

q
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同
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名

拒

つ

ι
「仁

ゆ
月

間
布
施
2
日

7
日

9

日

天

神

2
日

7
日

9

日

片

貝

9

日

は

日

目

日

上
野
方
9
日

は
日

間

円

住

吉

日

目

別

日

お

日

上

中

島

内

目

別

日

幻

日

松

倉

引

日

目

日

幻

け

臼

倉

引

日

μ
日

幻

日

受
付
時
間
は
午
後
1
1
2

W

受 とすしがつ 診 身 わは上う
け ( に る た 、 い 祭 体 レ れ 8のと市
る写な人。やて、測 ンま 月 人 、民
人真 つはこくく指定トし 22を西の
たはて 9の 三 わ導 、ゲた日対布健
ち成い月結百しの血ン。西象施康
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病す目 、十 検 yJ測影 施し区く
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諮 るをしし人医検 行検歳。て
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角午前-奇22す校 佐
18 ~ 9 V受 を D 下
日 3 ・ け受学別 民
11 '-../ 30 9まけ枚の
桃 i月 し て や 住 山
源 12 8 よい勤民 枝
寺 )日うるめ検
( 中 11 0 人先 診 弘
前 央三 をで自 己主P

9 公ケ |徐定は
民クい WJ;火
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一一旦

器

県
計
量
検
定
所
で
は
、
計
量
法
に

も
と
づ
い
て
定
期
検
査
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
計
量
器
を
お
持
ち
の
人
は

近
く
の
場
所
で
検
査
を
受
け
て
く
だ

炉、--、
、
ハu

-r

、、BHV
V
農
協
下
中
島
支
所
H
H
H
日
午
前
m

l
ロ
時

V
農
協
上
中
島
支
所
H
H

日
午
後
1
i
3
時

V
農
協
松
倉
支

所

H
ロ
日
午
前
m

t
ロ
時

V
農
協

上
野
方
支
所
H
ロ
日
午
後
l
i
3
時

V
大
町
小
学
校
H
同
日
午
前
日

i
午

後
3
時

V
文
化
町
会
館
H
行
日
午

前
日

i
午
後
3
時

V
村
木
小
学
校

H
m
日
午
前
m

l
午
後
3
時

V
道

下
保
育
園
H
同
日
午
前
m

l
午
後
3

時

V
農
協
下
野
方
支
所
H
2
日
午

前
川
i
ロ
時

V
道
下
農
協
H
2
日

午
後
l
i
3
時

V
農
協
加
積
支
所

U
Mm日
午
前
川
i
ロ
時

V
農
協
片

貝
支
所
H
M
日
午
後
1
i
3
時

V

農
協
凶
布
施
支
所
H
お
日
午
前
川

l
の

刊は
時

V
農
協
天
神
支
所
H
お
日
午

一

後
1
i
3
時

V
経
団
農
協
リ
お
日

一

午
前
m
l
ロ
時

一

川
配
制
引
引
劃
川
|
一

V
7
日

H
(昼
)
江
口
魚
崎
悼
神
経
サ
ナ

一

ト
リ
ュ
ウ
ム
(
夜
)
火
の
宮
町
沢
U
医

一

院

V
同
日
リ

(毘
)
荒
町
芝
山
医
院

一

(夜
)
大
光
寺
魚
津
緑
ケ
圧
病
院

V
一

月
日
リ
(
毘
)
北
鬼
江
福
田
病
院
(
夜
二

末
広
町
平
井
病
院

V
引
日
H
(
毘
)
一

角
川
町
宮
本
医
院

(夜
)
本
江
宮
元
医

一

院

v
n日
リ
(
尽
)新
金
屋
一
了
目

↑

森
本
医
院
(
夜
)
友
道
扇
谷
医
院

V
↑

m
A
日
リ
(
昼
)
本
江
浦
田
病
院
(
夜
)本

江
越
野
医
院

一

毎
週
月

・
一

内
職
相
談
コ
ー
ナ
ー

;

t

ie-
-
一

乃

.
4
目
E
一

市
役
所
商
工
水
産
課
に
設
け
て
い
ま

一

す
。
農
閑
期
の
内
職
は
、
早
め
に
と

一

相
談
く
だ
さ
い
。

一

検

査

-

J

h
uαu
、「、

叶〆マ・
4

-

-

岳
山

χ
司
，
I

司、

以
こ

-

官

E
T
a
-

三

/一

d
r
k
-
-
V¥

モ

ロ)
9
月
目
日
H
芝
山
医
院
前
(
前
9
・

犯

t
ロ、

後
1

1
3
)

叩
月
2
H
H
大
町
小
学
校
(
後
l
i

3
)
 

八
住
吉
V
9
月
9
川
HH
川
縁
折
川
平

太
郎
宅
(
前
9
・
初
J
H
・
却
)

住
吉
小
学
校
(
後
l
i
3
)

旧
刀
2
H
H
住
山
保
育
園
(
前
9
・

初

i
げ
)

八
本
江
V
9
片
山
川
H
創
出
保
川
町
川

入品
川

9

・m
l

ロ
)

八
道
下
V

9
月
旧
日
H
背
島
保
育
悶

(
後
1
1
3
)

9
月
四
日
リ
記
念
制
宅
税
和
会
館
(

後
1
1
3
)

八
村
木
V

9
月
日
H
H
村
木
小
学
校

(
前
9
・
犯
i
ロ
、
後
1
i
3
)

9
月
げ
日
日
一
訓
必
神
社
(
前
9
・
m

l
ロ

・
後
1
i
3
)

八
松
倉
V
9
月
川
け
日
出
熊
山
塚
日

吉
丸
宅
(
前
9
・
m
l
ロ

)

松

合

小
学
校
(
後
l
i
3〉

八
片
見
v
m
月
1
日
日
通
坂
松
岡
源

作
宅
(
前
9
・
m
i
ロ
)

叩
月
3
日
H
奥
東
城
ク
ラ
ブ
(
前
9

・
犯
i
m

・
叩
)
前
東
城
ク
ラ
ブ

公
山
口

i
ロ)

八
加
積
v

m
月
l
日
H
横
枕
広
制
義

雌
宅
(
後
!
?
3
)

川
月
日
日
H
古
島
弘
法
湯
(
前
9
・

初
i
ロ
)
加
積
公
民
館
(
後
1
1
3
)

八
天
神
v
m
月
3
日
H
見
山
京
免
印
刷

以
宅
(
後
1
・
m
l
3
)

幼

児

検

診

該
当
者
は
昭
和
位
年
4
月
1
日
か

ら
刊
年
7
月
引
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

お
子
さ
ん
で
す
。

校

下

検

診

日
9
月Q

U
口
u

什
川

口

u

円よ

1
4

;
l
 

μ
日

場
所

上
中
島

大

町

経

間

村

木

連
絡
所

魚
卸
公
民
館

偏
祉
会
館

勤
労
青
少

年
ホ

l
ム

本

江

初
日

公

民

館

受
付
時
間
は
午
後
1

i
2
時

三

歳

児

検

診

該
当
者
は
昭
和
刊
年
8
月
1
日
か

ら
引
年
7
月
引
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

お
子
さ
ん
で
す
。

校

下

検

診

日

場

所

9
月

本

江

白

日

保

健

所

叩
月

住
吉
、
上
中
島
戸

上
野
方
、
天
神
」
7
日

保

健

所

都
合
で
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人

旬
月9

日

保
健
所

受
付
時
間
は
午
後
1
i
2
時


